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規
　
則

◯
秋
田
県
消
防
学
校
教
育
訓
練
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
七
八
・
総
合
防
災
課
）
…
…
…
１

◯
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
七
九
・
福
祉
政
策
課
）
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
八
〇
・
長
寿
社
会
課
）
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
衛
生
事
務
に
関
す
る
知
事
の
権
限
を
保
健
所
長
に
委
任
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
八
一
・
健
康
対
策
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

秋
田
県
消
防
学
校
教
育
訓
練
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
規
則
第
七
十
八
号

秋
田
県
消
防
学
校
教
育
訓
練
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
消
防
学
校
教
育
訓
練
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
秋
田
県
規
則
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
火
災
調
査
課
」
を
「
火
災
調
査
科
」
に
改
め
る
。

第
五
条
を
削
り
、
第
六
条
を
第
五
条
と
し
、
第
七
条
か
ら
第
九
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
上
げ

る
。第

十
条
中
「
様
式
第
一
号
」
を
「
別
に
定
め
る
様
式
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
し
、
第
十
一

条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
十
四
条
中
「
様
式
第
二
号
に
よ
る
」
を
削
り
、
同
条
を
第
十
三
条
と
し
、
第
十
五
条
か
ら
第
十

七
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
表
中
「
第
六
条
」
を
「
第
五
条
」
に
改
め
、
同
表
第
一
号
の
表
幹
部
教
育
の
項
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。

様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
二
号
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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│

生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
規
則
第
七
十
九
号

生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

生
活
保
護
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
八
年
秋
田
県
規
則
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
条
及
び
第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
事
務
の
委
任
）

第
二
条

法
第
十
九
条
第
四
項
及
び
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
の
権
限
に
属
す
る
別
表
に
定

め
る
事
務
を
県
の
福
祉
事
務
所
長
に
委
任
す
る
。

（
書
類
の
備
付
け
）

第
三
条

県
の
福
祉
事
務
所
長
は
、
被
保
護
者
に
つ
い
て
記
録
票
そ
の
他
の
別
に
定
め
る
様
式
に
よ

る
書
類
を
、
保
護
の
実
施
に
つ
い
て
受
付
簿
そ
の
他
の
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
書
類
を
作
成

し
、
常
に
そ
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１

規
　
　
　
　
　
　
則

ペ
ー
ジ

幹
部
教
育

管
理
職
の
役
割

業
務
管
理

人
事
管
理

危
機
管
理

現
場
指
揮

事
例
研
究

行
事
そ
の
他

二
時
間

五
時
間

二
時
間

二
時
間

四
時
間

三
時
間

二
時
間
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第
五
条
を
削
る
。

第
四
条
の
見
出
し
を
「
（
急
迫
の
場
合
に
お
け
る
保
護
の
実
施
の
通
知
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一

項
中
「
、
そ
の
」
を
「
、
当
該
」
に
、
「
前
条
第
一
項
各
号
及
び
第
六
条
に
規
定
す
る
」
を
「
別
に

定
め
る
」
に
、
「
次
項
」
を
「
次
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
を
第
五
条
と
し
、
第

三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
生
活
保
護
法
等
に
基
づ
く
申
請
等
の
様
式
）

第
四
条

法
又
は
省
令
の
規
定
に
基
づ
く
県
の
福
祉
事
務
所
長
に
対
す
る
次
に
掲
げ
る
申
請
等
は
、

別
に
定
め
る
様
式
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
法
第
二
十
四
条
第
一
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

る
保
護
の
開
始
又
は
変
更
の
申
請

二
　
法
第
四
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
護
施
設
の
廃
止
又
は
事
業
の
縮
小
若
し
く
は
休
止
の
届

出
三
　
法
第
四
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
護
施
設
の
設
置
の
認
可
の
申
請

四
　
法
第
四
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
保
護
施
設
の
変
更
の
認
可
の
申
請

五
　
法
第
四
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
保
護
施
設
の
休
止
又
は
廃
止
の
時
期
の
認
可
の
申
請

六
　
法
第
四
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
保
護
施
設
を
利
用
す
る
被
保
護
者
の
保
護
の
変
更
等

の
事
由
の
発
生
の
届
出

七
　
法
第
六
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
被
保
護
者
の
生
計
の
状
況
の
変
動
又
は
居
住
地
等
の
異
動
の

届
出

八
　
省
令
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
保
護
施
設
の
廃
止
又
は
事
業
の
縮
小
若
し
く
は
休
止
の
報
告

九
　
省
令
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
保
護
施
設
の
廃
止
又
は
事
業
の
休
止
の
通
知

第
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
被
保
護
者
の
居
住
地
の
移
転
の
通
知
）

第
六
条

県
の
福
祉
事
務
所
長
は
、
被
保
護
者
が
そ
の
居
住
地
を
他
の
保
護
の
実
施
機
関
の
所
管
区

域
内
に
移
転
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
必
要
な
決
定
を
行
い
、
別
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、

そ
の
旨
を
当
該
被
保
護
者
の
新
居
住
地
の
保
護
の
実
施
機
関
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
条
の
見
出
し
を
「
（
検
診
の
依
頼
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中

「
命
じ
た
」
を
「
受
け
る
べ
き
旨
を
命
じ
る
」
に
改
め
、
「
、
様
式
第
十
七
号
の
検
診
依
頼
書
に
よ

り
」
を
削
り
、
「
依
頼
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
行
う
こ
と
を
依
頼
す
る
も
の
と
す
る
」
に
改

め
、
同
項
を
同
条
第
一
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
の
結
果
」
を
「
を
行
っ
た
と
き
は
、
そ
の
結

果
」
に
、
「
様
式
第
十
八
号
の
」
を
「
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項

と
す
る
。

第
八
条
を
削
る
。

第
九
条
の
見
出
し
を
「
（
入
所
の
依
頼
等
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
法
」
を
「
県
の
福
祉
事
務
所

長
は
、
法
」
に
、
「
長
、
」
を
「
長
」
に
、
「
様
式
第
二
十
号
の
入
所
依
頼
書
に
よ
り
依
頼
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
依
頼
す
る
も
の
と
す
る
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。

第
十
条
の
見
出
し
を
「
（
保
護
金
品
の
交
付
の
際
の
確
認
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
様

式
第
十
三
号
の
保
護
決
定
（
変
更
）
通
知
書
そ
の
他
」
を
「
そ
の
者
が
」
に
、
「
も
の
」
を
「
書
面

等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
福
祉
事
務
所
長
が
」
を
「
福
祉
事
務
所
長
は
」
に
、
「
指
定
さ
れ

た
交
付
日
」
を
「
当
該
町
村
長
に
対
し
、
保
護
金
品
を
交
付
す
べ
き
日
」
に
、
「
様
式
第
二
十
一
号

の
生
活
保
護
費
支
給
明
細
書
二
部
を
」
を
「
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
明
細
書
を
二
部
」
に
、
「
当

該
町
村
長
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
交
付
す
る
も
の
と
す
る
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九

条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
保
護
施
設
の
事
業
の
開
始
届
）

第
十
条

保
護
施
設
の
管
理
者
は
、
当
該
保
護
施
設
の
事
業
を
開
始
し
た
と
き
は
、
別
に
定
め
る
様

式
に
よ
る
事
業
の
開
始
届
に
別
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
県
の
福
祉
事
務
所
長
に
届
け
出
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
を
削
る
。

第
十
七
条
の
見
出
し
を
「
（
改
善
命
令
等
に
基
づ
く
措
置
の
報
告
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
市
町

村
」
の
下
に
「
、
地
方
独
立
行
政
法
人
」
を
加
え
、
「
そ
の
事
業
」
を
「
事
業
」
に
、
「
若
し
く
は

そ
の
」
を
「
若
し
く
は
」
に
、
「
こ
れ
」
を
「
当
該
改
善
命
令
等
」
に
、
「
と
つ
た
そ
の
」
を

「
と
っ
た
」
に
、
「
様
式
第
三
十
六
号
の
措
置
結
果
報
告
書
を
、
そ
の
」
を
「
別
に
定
め
る
様
式
に

よ
る
報
告
書
に
よ
り
、
当
該
」
に
改
め
、
「
提
出
す
る
も
の
と
す
る
」
を
「
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
保
護
施
設
の
措
置
状
況
の
報
告
）

第
十
二
条

保
護
施
設
の
管
理
者
は
、
前
月
分
の
当
該
保
護
施
設
に
お
け
る
措
置
の
状
況
に
つ
い

て
、
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
報
告
書
に
よ
り
、
毎
月
十
五
日
ま
で
に
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
十
八
条
及
び
第
十
九
条
を
削
る
。

第
二
十
条
の
見
出
し
を
「
（
保
護
施
設
事
務
費
等
の
精
算
書
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
様
式
第
四

十
号
の
保
護
施
設
事
務
費
（
委
託
事
務
費
）
精
算
書
二
部
を
」
を
「
前
年
度
に
お
け
る
保
護
施
設
事

務
費
及
び
委
託
事
務
費
に
つ
い
て
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
精
算
書
を
一
部
」
に
、
「
提
出
す
る
も

の
と
す
る
」
を
「
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
し
、
同
条
の
次
に

次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
補
則
）

第
十
四
条

法
、
生
活
保
護
法
施
行
令
、
省
令
及
び
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
法
及
び
こ

の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

第
二
十
一
条
を
削
る
。

附
則
の
次
に
次
の
別
表
を
加
え
る
。

別
表
（
第
二
条
関
係
）

２
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一
　
法
第
二
十
四
条
第
一
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

り
、
保
護
の
要
否
等
を
決
定
し
、
及
び
申
請
者
に
当
該
決
定
の
内
容
を
通
知
す
る
こ
と
。

二
　
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
職
権
に
よ
り
保
護
の
種
類
等
を
決
定
し
、
及
び
保

護
を
開
始
す
る
こ
と
。

三
　
法
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
被
保
護
者
の
生
活
状
態
を
調
査
し
、
並
び
に
職
権

に
よ
り
保
護
の
変
更
を
決
定
し
、
及
び
被
保
護
者
に
対
し
当
該
変
更
決
定
の
内
容
を
通
知
す
る

こ
と
。

四
　
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
保
護
の
停
止
又
は
廃
止
を
決
定
し
、
及
び
被
保
護
者
に
対

し
当
該
決
定
の
内
容
を
通
知
す
る
こ
と
。

五
　
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
被
保
護
者
に
対
し
指
導
又
は
指
示
を
す
る
こ
と
。

六
　
法
第
二
十
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
要
保
護
者
か
ら
の
相
談
に
応
じ
、
助
言
を
す
る
こ

と
。

七
　
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
吏
員
に
立
入
調
査
を
さ
せ
、
又
は
要
保
護
者

に
対
し
医
師
若
し
く
は
歯
科
医
師
の
検
診
を
受
け
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

八
　
法
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
護
の
開
始
若
し
く
は
変
更
の
申
請
を
却
下
し
、

又
は
保
護
の
変
更
、
停
止
若
し
く
は
廃
止
を
す
る
こ
と
。

九
　
法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
官
公
署
に
調
査
を
嘱
託
し
、
又
は
銀
行
等
に
報
告
を
求
め

る
こ
と
。

十
　
法
第
五
章
の
規
定
に
よ
り
、
保
護
を
行
う
こ
と
を
決
定
し
、
及
び
実
施
す
る
こ
と
。

十
一
　
法
第
四
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
保
護
施
設
の
設
置
の
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。

十
二
　
法
第
四
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
保
護
施
設
の
設
置
の
認
可
を
す
る
こ
と
。

十
三
　
法
第
四
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
保
護
施
設
の
変
更
の
認
可
を
す
る
こ
と
。

十
四
　
法
第
四
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
保
護
施
設
の
休
止
又
は
廃
止
の
時
期
の
認
可
を
す
る
こ

と
。

十
五
　
法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
護
施
設
の
運
営
の
指
導
を
す
る
こ
と
。

十
六
　
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
護
施
設
の
管
理
者
に
対
し
報
告
を
命
じ
、
又

は
当
該
吏
員
に
立
入
検
査
を
さ
せ
る
こ
と
。

十
七
　
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
護
施
設
の
設
備
等
の
改
善
等
を
命
ず
る
こ

と
。

十
八
　
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
護
施
設
の
設
備
等
の
改
善
等
を
命
じ
、
又
は

保
護
施
設
の
設
置
の
認
可
を
取
り
消
す
こ
と
。

十
九
　
法
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
規
程
の
届
出
及
び
変
更
の
届
出
を
受
理
す
る

こ
と
。

二
十
　
法
第
四
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
管
理
規
程
の
変
更
を
命
ず
る
こ
と
。

二
十
一
　
法
第
四
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
護
施
設
の
長
に
よ
る
保
護
施
設
の
利
用
者

に
対
す
る
指
導
を
制
限
し
、
又
は
禁
止
す
る
こ
と
。

二
十
二
　
法
第
四
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
被
保
護
者
の
保
護
の
変
更
等
の
事
由
の
発
生
の

届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。

二
十
三
　
法
第
六
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
生
計
の
状
況
等
の
変
動
又
は
居
住
地
等
の
異
動
の
届
出

を
受
理
す
る
こ
と
。

二
十
四
　
法
第
六
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
護
の
変
更
、
停
止
又
は
廃
止
の
処
分
を
す

る
こ
と
。

二
十
五
　
法
第
六
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
返
還
す
べ
き
費
用
の
額
を
決
定
す
る
こ
と
。

二
十
六
　
法
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
遺
留
金
品
を
処
分
す
る
こ
と
。

二
十
七
　
法
第
七
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
扶
養
義
務
者
か
ら
保
護
に
要
し
た
費
用
を
徴

収
す
る
こ
と
。

二
十
八
　
法
第
七
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
扶
養
義
務
者
の
負
担
す
べ
き
額
の
決
定
に
関

し
家
庭
裁
判
所
に
申
立
を
す
る
こ
と
。

二
十
九
　
法
第
七
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
保
護
に
要
し
た
費
用
を
徴
収
す
る
こ
と
。

三
十
　
法
第
八
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
前
渡
し
た
保
護
金
品
の
返
還
を
免
除
す
る
こ
と
。

三
十
一
　
法
第
八
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
被
保
護
者
の
後
見
人
の
選
任
を
家
庭
裁
判
所
に
請
求

す
る
こ
と
。

三
十
二
　
省
令
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
保
護
施
設
の
廃
止
又
は
事
業
の
縮
小
若
し
く
は
休
止
の
報

告
を
受
理
す
る
こ
と
。

三
十
三
　
省
令
第
八
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
保
護
施
設
の
廃
止
又
は
事
業
の
休
止

の
通
知
を
受
理
す
る
こ
と
。

三
十
四
　
省
令
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
保
護
施
設
の
廃
止
又
は
事
業
の
休
止
の
通
知
を
受

理
す
る
こ
と
。

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
四
十
号
ま
で
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
規
則
第
八
十
号

老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

老
人
福
祉
法
施
行
細
則
（
平
成
五
年
秋
田
県
規
則
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。題

名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３
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老
人
福
祉
法
の
施
行
等
に
関
す
る
規
則

目
次
及
び
第
一
章
の
章
名
を
削
る
。

第
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
の
施
行
及
び
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
軽
費

老
人
ホ
ー
ム
の
設
置
の
届
出
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二
章
の
章
名
を
削
る
。

第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
老
人
福
祉
法
に
基
づ
く
届
出
等
）

第
二
条

法
の
規
定
に
基
づ
く
次
に
掲
げ
る
届
出
又
は
申
請
は
、
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
　
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
の
開
始
の
届
出

二
　
法
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
の
変
更
の
届
出

三
　
法
第
十
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
の
廃
止
又
は
休
止
の
届
出

四
　
法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
老
人
短
期
入
所
施
設

又
は
老
人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

等
」
と
い
う
。
）
の
設
置
の
届
出

五
　
法
第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
養
護
老
人
ホ
ー
ム
又
は
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
（
以
下

こ
の
条
及
び
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
」
と
い
う
。
）
の
設
置
の
届
出

六
　
法
第
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
の
設
置
の
認
可
の
申
請

七
　
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
等
の
変
更
の
届
出

八
　
法
第
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
の
変
更
の
届
出

九
　
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
等
の
廃
止
又
は
休
止
の

届
出

十
　
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
の
廃
止
、
休
止
若
し
く
は
入
所
定

員
の
減
少
又
は
入
所
定
員
の
増
加
の
届
出

十
一
　
法
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
の
廃
止
、
休
止
若
し
く
は
入
所

定
員
の
減
少
の
時
期
又
は
入
所
定
員
の
増
加
の
認
可
の
申
請

十
二
　
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
設
置
の
届
出

十
三
　
法
第
二
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
事
業
の
変
更
、
休
止
又
は
廃

止
の
届
出

（
改
善
命
令
に
よ
る
改
善
結
果
の
報
告
）

第
三
条

認
知
症
対
応
型
老
人
共
同
生
活
援
助
事
業
を
行
う
者
は
、
法
第
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
そ
の
改
善
に
必
要
な
措
置
を
採
る
べ
き
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
と
き
は
、
当
該
命
令
に
基

づ
い
て
採
っ
た
措
置
に
つ
い
て
、
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
報
告
書
に
よ
り
、
当
該
処
分
を
受
け

た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
は
、
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
の
設
置
者
が
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
養
護

老
人
ホ
ー
ム
等
の
設
備
又
は
運
営
の
改
善
を
命
ぜ
ら
れ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
社
会
福
祉
法
に
基
づ
く
届
出
等
）

第
四
条

社
会
福
祉
法
の
規
定
に
基
づ
く
次
に
掲
げ
る
届
出
又
は
申
請
は
、
別
に
定
め
る
様
式
に
よ

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
社
会
福
祉
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
の
設
置
の
届
出

二
　
社
会
福
祉
法
第
六
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
の
設
置
の
許
可
の
申
請

三
　
社
会
福
祉
法
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
の
事
業
の
変
更
の
届
出

四
　
社
会
福
祉
法
第
六
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
の
事
業
の
変
更
の
許
可

の
申
請

五
　
社
会
福
祉
法
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
の
事
業
の
廃
止
の
届
出

六
　
社
会
福
祉
法
第
六
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
事
業
の
開
始
の
届

出
七
　
社
会
福
祉
法
第
六
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
事
業
の
変
更
又
は

廃
止
の
届
出

第
三
章
の
章
名
及
び
第
五
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
を
削
る
。

第
二
十
三
条
中
「
第
十
五
条
」
を
「
第
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
条
と
す
る
。

第
四
章
の
章
名
並
び
に
第
二
十
四
条
及
び
第
二
十
五
条
を
削
る
。

第
二
十
六
条
中
「
法
」
の
下
に
「
、
社
会
福
祉
法
」
を
、
「
に
よ
り
」
の
下
に
「
知
事
に
」
を
加

え
、
「
届
出
者
又
は
申
請
者
」
を
「
届
出
又
は
申
請
を
す
る
者
」
に
改
め
、
同
条
を
第
六
条
と
す

る
。様

式
第
一
号
か
ら
様
式
第
二
十
三
号
ま
で
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

衛
生
事
務
に
関
す
る
知
事
の
権
限
を
保
健
所
長
に
委
任
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
規
則
第
八
十
一
号

衛
生
事
務
に
関
す
る
知
事
の
権
限
を
保
健
所
長
に
委
任
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

衛
生
事
務
に
関
す
る
知
事
の
権
限
を
保
健
所
長
に
委
任
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
秋
田
県
規
則

第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

４
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別
表
第
二
十
八
号
■
中
「
第
十
四
条
の
二
第
三
項
」
の
下
に
「
及
び
第
十
四
条
の
五
第
三
項
」
を

加
え
、
同
号
■
を
削
り
、
同
号
中
■
を
■
と
し
、
■
か
ら
■
ま
で
を
一
つ
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
表
第

二
十
八
号
の
二
（一）
中
「
第
十
八
条
」
を
「
第
二
十
条
」
に
改
め
、
同
号
（二）
中
「
第
十
九
条
」
を
「
第

二
十
一
条
」
に
改
め
、
同
表
第
二
十
八
号
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
十
八
の
三

削
除

別
表
第
五
十
三
号
中
（一）
を
削
り
、
（二）
を
（一）
と
し
、
（三）
か
ら
■
ま
で
を
一
つ
ず
つ
繰
り
上
げ
、
■
を

削
り
、
■
を
■
と
し
、
■
か
ら
□
ま
で
を
二
つ
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
表
第
五
十
三
号
の
二
中
（一）
か
ら

（三）
ま
で
を
削
り
、
（四）
を
（一）
と
し
、
（五）
か
ら
■
ま
で
を
三
つ
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
表
中
第
五
十
四
号
の

三
を
第
五
十
四
号
の
五
と
し
、
第
五
十
四
号
の
二
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

五
十
四
の
三

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
に
関
す
る
事
項

（一）

第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
支
給
認
定
の
申
請
を
受
理
す
る
こ
と
。

（二）

第
五
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
支
給
認
定
を
行
う
こ
と
。

（三）

第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
支
給
認
定
に
係
る
障
害
者
等
が
自
立
支
援
医
療
を

受
け
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
を
定
め
る
こ
と
。

（四）

第
五
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
受
給
者
証
を
交
付
す
る
こ
と
。

（五）

第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
支
給
認
定
の
変
更
の
申
請
を
受
理
す
る
こ
と
。

（六）

第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
支
給
認
定
の
変
更
の
認
定
を
行
う
こ
と
。

（七）

第
五
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
受
給
者
証
に
支
給
認
定
の
変
更
の
認
定
に
係

る
事
項
を
記
載
し
、
返
還
す
る
こ
と
。

（八）

第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
支
給
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
。

（九）

第
五
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
受
給
者
証
の
返
還
を
求
め
る
こ
と
。

五
十
四
の
四

障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
十
号
）
に
関
す
る
事
項

（一）

第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
支
給
認
定
障
害
者
等
の
氏
名
等
の
変
更
の
届
出
を
受

理
す
る
こ
と
。

（二）

第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
受
給
者
証
を
再
交
付
す
る
こ
と
。

別
表
第
六
十
一
号
及
び
第
六
十
二
号
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

５

（ ）十二

（ ）十三

（ ）十四

（ ）十三

（ ）十五

（ ）十八
（ ）十三

（ ）十二

（ ）十六

（ ）十三

（ ）十五

（ ）十四
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